
実用発電用原子炉 常陽 ふげん

「8.使用済燃料の

処分の方法」

  使用済燃料は，原子力発電における使用済燃料の再処理等の実

施に関する法律（以下「再処理等拠出金法」という。）に基づく

拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した,原子炉

等規制法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理

を行うことを原則とする。

　再処理等拠出金法に基づき使用済燃料再処理機構に使用済燃料

再処理等積立金が引き渡されるまでの間又は拠出金を納付するま

での間は，当該積立金又は拠出金に係る使用済燃料を適切に貯

蔵・管理する。

　また，使用済燃料再処理等積立金が引き渡され又は拠出金を納

付した後であっても，再処理事業者に引き渡されるまでの間は，

使用済燃料を適切に貯蔵・管理する。

  海外において再処理が行われる場合は，再処理等拠出金法の下

で我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結し

ている国の再処理事業者において実施することとする。

  海外再処理によって得られるプルトニウムは、国内に持ち帰る

こととする。

  また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しよ

うとするときは、政府の承認を受けることとする。

  ただし，上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場

合には，平成１２年２月２３日付けで許可を受けた記載を適用す

る。

(中部電力浜岡原子力発電所　2016年11月2日許可）

　使用済燃料については、国内又は我が国が原子力の平和利用に関

する協力のための協定を締結している国において再処理を行うこと

とし、再処理のために引き渡すまでの間、高速実験炉原子炉施設の

使用済燃料貯蔵設備にて使用済燃料を適切に貯蔵・管理する。

　海外再処理を行うに際しては、政府の確認を受けることとする。

海外再処理によって得られるプルトニウム及び濃縮ウランは、国内

に持ち帰る又は海外に移転する。また再処理によって得られるプル

トニウム、若しくは濃縮ウランを海外に移転しようとするときは、

政府の承認を受けることとする。

（2023年7月26日許可）

　使用済燃料は，国内又は我が国と原子力の平和利用に関する

協力のための協定を締結している国の再処理事業者において全

量再処理を行う。

　国外において再処理を行う場合，再処理により回収される核

燃料物質は，我が国と原子力の平和利用に関する協力のための

協定を締結している国の許可を有する原子力事業者に平和利用

の目的のみに譲り渡す。また，再処理により発生した放射性廃

棄物は国内に持ち帰る。

（2023年7月28日申請）

原子炉設置変更許可の「8.使用済燃料の処分の方法」の記載の整理
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